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分散型エネルギーの活用で電力の安定化

株式会社 イーステージ
石丸 貴樹



◆ 2025年までに乗用車の新車販売で電動車100％を目指す
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◆ 令和4年 ＣＥＶ（ＥＶ 充放電設備）補助金概要
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◆ＥＶ販売における国内メーカーの動き
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足下の環境変化： 卒FI T太陽光の出現

（ 出典） 費用負担調整機関への交付金申請情報、
設備認定公表データをもとに作成。一部推定値を含む

FI T買取期間終了後の選択肢

10

住宅用太陽光は2019年11月以降順次FI T買取期間の終了を迎える案件が発生。

こうした環境変化は、自家消費型のライフスタイルへの転換を図る契機となる。

小売電気事業者やアグリゲーターにとっては、投資回収が済んだ住宅用太陽光発電設
備の余剰電力を活用するビジネスチャンスとなる。

9EV化に向けての背景

※エネ庁より抜粋

◽️



10内燃機関車のCO2排出量

自動車の燃費・CO2排出量の計算式

１. 燃費（㎞/L）＝走行距離（㎞）/給油量（L）

２. １㎞走行時のCO2排出量（ｋｇ-CO2/㎞）＝２.３２（ｋｇ-CO2/L)/燃費（㎞/L)

※二酸化炭素排出係数はガソリン２.３２、軽油２.５８(kg-CO2/L)

EX:15㎞/Lの自動車を使用してる場合の排出量（ガソリン車の場合）
２.３２（ｋｇ-CO2/L)÷１５（㎞/L)=0.155(ｋｇ-CO2/㎞）

年間に１万㎞走行すると・・・
０.１５５( kg-CO2/㎞）×１０，０００㎞＝１，５５０（kg-CO2/㎞）の排出量



11CO2と森林の関係

私たちが日常生活において排出している二酸化炭素量を、50年生のスギの吸収量と比較して
みると、人間1人の呼吸排出量はスギ45本分、自家用車1台の排出量はスギ323本分、1世帯
当たりの電気・ガス等の使用及び自家用車・廃棄物の排出量はスギ913本分となっております

※千葉県HPによる



12各国がBEV・HV・PHV化を表明

中国（2035年）-新車販売のすべてを電気自動車などの新エネルギー車やハイブリット車化

ノルウェー（2025年）‐燃料自動車を廃止
デンマーク（2030年）‐ガソリン車。ディーゼル車の販売を禁止
アイスランド（2030年）‐新規ガソリン車、ディーゼル社の登録を違法化
アイルランド（2030年）‐化石燃料車の販売を禁止する法律を施行
スロベニア（2030年）‐2025年から2030年の間で段階的に
スウェーデン（2030年）‐ガソリン車、ディーゼル車販売禁止の実現可能性を検討
スコットランド（2032年）‐ガソリン車、ディーゼル車を段階的に廃止
イギリス（2035年）‐従来のガソリン車、ディーゼル車の販売を禁止
フランス（2040年）‐新規乗用車と小型商用車の販売を終了
スペイン（2040年）‐電気自動車の販売シェア100%を目指す

オーストリア（2020年）‐新規燃料自動車の販売を禁止
ドイツ（2030年）‐新規燃料自動車の登録を禁止
インド（2030年）‐新規燃料自動車の販売を禁止
イスラエル（2030年）‐新規燃料自動車の輸入を禁止
台湾（2040年）‐ガソリン車を廃止

※他にも環境へ配慮した車への移行を発表している国もあります。

※ICCT（国際クリーン交通委員会）

当然ながら日本も2035年前後には
新エネルギー車やハイブリッド車化に移行予定

しかーーし！
解決しないといけなければいけな
い大問題がいくつかあります。



13太陽光発電システムのCO2削減効果

化石燃料を使用する火力発電に
よるCO2排出量は、1kWhあたり
約690g。これに対し、太陽光発
電によるCO2排出量は、1kWh

あたり17～48gと言われています。

太陽光発電で発電した分、火力
発電による発電を減らしたとする
と、1kWhあたり約650gのCO2を
減らすことができます。（※1）
1kWの太陽光発電システムの年
間発電量は約1,000kWhと言わ
れています。3kWの太陽光発電
なら年間発電量は3000kWh前後
ですので、650g×3000kWh＝
年間1,950kg前後のCO2を削減
できます。これは1世帯平均CO2

排出量（図1）の約50％を占めま
す。また、杉の木約140本分の年
間CO2吸収量に相当します。（杉
の木1本当たりの年間CO2吸収
量は平均14kg）

出典：温室効果ガスインベントリオフィス全国地球温暖化防止活動推進センター（JCCCA）

図1:家庭からの二酸化炭素排出量

この部分が商用電源に繋
がることになると、電力の不
足に繋がる恐れが・・・・
これ、結構ヤバいやつ・・・・



14BEV化移行へのPROBLEM

｢2050年カーボンニュートラルと言われるが、国家のエネルギー政策
の大変化なしには達成は難しい。日本の電源構成は、火力が約77％、
再生エネルギーや原子力が23％。電力使用がピークに達する夏季に
は、日本の乗用車すべてをEV化した場合、電力不足に陥る計算だ。
解消するには、（新設や増設の難しい）原子力でプラス10基、火力だと
プラス20基の発電能力が必要。火力発電でCO2を大量に出してつくっ
た電気でEVを維持し、ガソリン車をナシにするのでいいのか｣

※日本自動車工業会の豊田章男会長2020年12月17日記者会見での発言

2021年1月12日。寒波による電力需要の増加により、各電力会社も使
用率のピークが95％を超え、関西電力では99％にも達した。
電力会社間で融通し合うことで、今回は最悪の事態を回避できた模様
だが、本来的には使用率が100％を超えると停電や周波数の不安定
化が起きるなどのリスクが高まる。

これは大変
ですぞ！

こんなことになればアレが
また繰り返されるリスクが・・・

計画停電!!



15厳しく険しい日本の電力事情

単純に考えれば電力供給不足を解消するには 「電力消費を
1日単位でも平均化する（電力消費が少ない時間帯に余分

に発電しておき、ピーク時の電力不足をまかなう）ことができ
れば、現状でも電力供給能力は不足しない」

電力不足を解消するには・・・

発電量を一定レベルに平滑化することは実
質不可能であり、解決策としては電力の貯
蔵であるが、日本の電力供給網においてこ
の機能は持たされていない。



16VGIの可能性とは

自動車を充電インフラとして活用する

ピーク時の電力不足を解消して、不安定である自然エネルギー（太陽光）を最大限に
活用するには、グリッドに自由に電力を出し入れできる蓄電機能をもたせるしかな
い。
というわけで考え出されたのが、送電網を高度に情報化したスマートグリッドの発展

応用型としての“ビークル・グリッド・インテグレーション＝VGI”※VIGとは・・・「車両（ビークル）と送電網（グリッド）の統合（インテグレーション）」でありV2Hの
将来像である

停車中の大量のBEVのLIBを統合して巨大蓄電池として
使えば、ピーク時の電力不足も解消し、不安定な再生可
能エネルギーも無駄なく使える…それがVGIである。



17VGIの可能性とは



18V2H（ハイブリッドタイプ）

系統連系

系統連系により電気自動車から給電中でも、
電力会社と太陽光発電からの電力も使用する
ことができる。電気自動車に蓄えた電力を利
用しながら、いつもの快適な暮らしが送れま
す。

系統非連系

電気自動車から給電中は、電力会社からの
電力は使用できず、太陽光発電でつくった電
力は全て電力会社へ売電されます。

※ニチコンHPより



19V2H（トライブリッドタイプ）



20DER概要

DER・・・分散型エネルギーリソース

分散型エネルギー源（DER）とは、発電所からの電力供給に集中させ
る代わりに、電気が使用される場所（住宅あるいは商業ビルなど）の近
くで発電し、供給する小規模発電源です。 これは、消費者に低コスト、
サービスの信頼性、エネルギー効率の向上およびエネルギー自給の
可能性を提供するものです。

DERへの参画を促すために政府から
の

補助金事業があります。

「Distributed Energy Resources」



21DER概要

※経産省資料より抜粋



22DERの目的
電力需要の増加が今後も見込まれることに対して電力を安定供給することや、電力コストの低減などで
す。

◽️



23DER補助金概要



24DER補助金概要



25DER補助金概要
◆補助金の採択後DER(VPP)構築実証事業期間の条件

DER(VPP)構築実証事業に参加すると、蓄電池の動向ををアグ
リゲーターが遠隔で以下のように充放電操作します。

・電力需要が多い時間帯に、蓄電池を放電 ・電力需要が少な
い時間帯に、蓄電池を充電

実証事業の期間は、EMSを24時間インターネットに接続すること
が必須で、期間中の「蓄電池の設定変更は禁止」されております。
実質的なデメリットとしては、意図しないタイミングで蓄電池の充
放電が行われ、「経済的な損失が発生」する可能性があります。

ただし、実証期間は1年間に1週間程度で、実質的な損失額は
微々たるものです。損失に比べると補助金額の方が圧倒的に高
額なので、実証事業に参加する経済メリットは非常に大きいです。

蓄電池



26

V2H

DER補助金概要

◆補助金の採択後DER(VPP)構築実証事業期間の条件

V2Hの場合は、現時点では遠隔監視されるだけで、制御は
行われません。
蓄電池と違って、電気自動車(BEV車)は移動が本来の目的
で、V2Hと常時接続していないので、現時点では最適な操作
プランが策定できないのが現状です。
まずは、電気自動車(EV車)の使用状況を把握することを目
的としており、できる限り電気自動車(EV車)とV2Hを接続す
ることが推奨されています。



27ソーラーカーポート概要



28ソーラーカーポート概要



29ソーラーカーポート概要



30ソーラーカーポート概要

※２ 太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力

※２

※1 応募申請書経費内訳の、(補助対象経費支出予定額−補助金所要額(1/3))÷PCS出力＝(補助対象経費支
出予定額×2/3)÷PCS出力が上記kW単価以下

※１



31ソーラーカーポート概要



32ソーラーカーポート概要



33ソーラーカーポート概要



34ソーラーカーポート概要



35ソーラーカーポート概要



36ソーラーカーポート概要



37ソーラーカーポート概要



38ソーラーカーポート概要



39ソーラーカーポート法令

近年、空き地などへの太陽光発電設備。所謂野立て太陽光発電設備の導入が進み
満足な開発地が減少しています。また、建物の屋上や屋根上設置では期待するく再エネ

電力を得られない場合があります。脱炭素に向けた確かな潮流の中、太陽光発電設備の大量
導入が進められ農地や駐車場への設置が注目されています。

太陽光発電一体型カーポート 太陽光発電搭載型カーポート



40ソーラーカーポート法令

「ソーラーカーポートは野立て太陽光発電設備とは異なり、パネル下に駐車場の用途があるの
で建築物に該当します。つまり、ソーラーカーポートは建築基準法や消防法などの関連法規を
遵守した上だ計画・設計しなければなりません。

太陽光発電設備以外の用途がない

建築基準法の対象ではない

太陽光発電設備の下が駐車場になっている

建築基準法の対象となる



41ソーラーカーポート法令

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
一 建築物

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のもの
を含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作
物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路
敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これら
に類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。

二 特殊建築物

学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病院、劇場、観覧場、集
会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、
下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これら
に類する用途に供する建築物をいう。

三 建築設備

建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の
設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

建築基準法 第２条（用語の定義）



42

ソーラーカーポートは太陽光発電
設備の下が駐車場となっているた
め「特殊建築物」の扱いとなり規制
がかかります。

車の動力エネルギーとして、ガソリン・軽油・LIB・LPGが

使用されているため出火する危険度が高いことから通常よ
りも厳しい規制の対象となります。

そのため、建築基準法と電気事業法に則った設計・施工・
監理が必要となります。

ソーラーカーポート法令



43ソーラーカーポート法令

※経済産業省資料より抜粋



44ソーラーカーポート法令

◼️構造安全性
基準風速V0(m/s)・・・過去の台風に基づいた１０分間の平均風速相当であること。
垂直積雪量・・・各地域（市町村）において50年再現期待値の積雪量を想定したもの。

カーポート関連法規

愛知県名古屋市の場合・・・

１）基準風速（V０）・・・建築基準施行令第８７条第２項
風圧力を計算する際に用いるV0の値は『平成12年5月31日建設省告示第１４５４号』
で定められており 名古屋市内は３４m /sとなっております。
２）垂直積雪量・・・建築基準法施行令第８６条第３項
名古屋市建築基準法等施工細則第２９条の２において３０㎝と定められています。
３）風荷重の地表面粗度区分・・・建築基準法施行令第８７条第２項
風圧力の計算に用いる地表面粗度区分は『平成12年5月31日建設省告示第１４５４
号』に記載があり、粗度区分１および４は定めておりません。
従いまして、粗度区分２或いは３のどちらに該当するかは告示により確認が必要。

他の地域での設置を検討される場合は、建設予定地
自治体等の建設指導課へ確認してください。



45ソーラーカーポート法令補足１

容積率（％）＝延べ床面積/敷地面積×１００ 建ぺい率（％）＝建築面積/敷地面積×１００

法令および都市計画によって定められているため、建設予定地の自治体HP

または自治体の建築指導課・都市計画課へ確認してください。
尚、自治体によって呼称が変わることがありますので確認して下さい。



46ソーラーカーポート法令補足２


